
 
河
川
法
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
県
規
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河
川
法
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

河
川
法
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
許
可
の
申
請
書
等
の
部
数
） 

第
四
条 

省
令
別
表
第
一
そ
の
他
の
水
利
使
用
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
部
数
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
（
政
令
第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
書 

四
部 

二 

二
級
河
川
に
係
る
特
定
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
の
申
請
書 

関
係
市
町
の
数
に
、
次
の
イ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
特
定
水
利
使
用
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
へ
ま
で
に
定
め
る
数
を
加

え
た
部
数 

イ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
、
水
道
、
鉱
工
業
用
水
道
又
は
か
ん
が
い
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

 

四 

ロ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
及
び
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

四 

ハ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
又
は
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
又
は
か
ん
が
い

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

五 

ニ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
及
び
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
又
は
か
ん
が
い

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

五 

ホ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
又
は
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
及
び
か
ん
が
い

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

六 

へ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
、
鉱
工
業
用
水
道
、
水
道
及
び
か
ん
が
い
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

 
 

六 
 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
申
請
書 

二
部 

２ 

省
令
別
表
第
一
の
二
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
特
定
水
利
使
用
以
外
の
水
利
使
用
及
び
二
級
河

川
に
係
る
水
利
使
用
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
部
数
は
、
二
部
と
す
る
。 

３ 

省
令
別
表
第
二
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
及
び
二
級
河
川
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
部
数
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
許
可
（
政
令
第
四
十
五
条
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
書 

三
部 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
申
請
書 

一
部 



 
三 

届
出
書 

一
部 

４ 
省
令
別
表
第
三
水
利
使
用
の
部
そ
の
他
の
水
利
使
用
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
部
数
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
の
承
認
（
政
令

第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
書 

五
部 

二 

二
級
河
川
に
係
る
特
定
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
の
承
認
の
申
請
書 

次
の 

イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
水
利
使
用
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
へ
ま
で
に
定
め

る
部
数 

イ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
、
水
道
、
鉱
工
業
用
水
道
又
は
か
ん
が
い
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

五
部 

ロ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
及
び
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

五
部 

ハ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
又
は
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
又
は
か
ん
が
い

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

六
部 

ニ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
及
び
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
又
は
か
ん
が
い 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

六
部 

ホ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
又
は
鉱
工
業
用
水
道
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
水
道
及
び
か
ん
が
い 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

七
部 

へ 

そ
の
目
的
が
、
発
電
、
鉱
工
業
用
水
道
、
水
道
及
び
か
ん
が
い
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

七
部 

三 

流
水
の
占
用
の
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
の
承
認
の
申
請
書 

三
部 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
申
請
書 

一
部 

五 

届
出
書 

一
部 

５ 

省
令
別
表
第
三
そ
の
他
の
も
の
の
部
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
及
び
二
級
河
川
に
係
る
も
の
の
項
に
規

定
す
る
規
則
で
定
め
る
部
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

許
可
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
の
承
認
の
申
請
書 

二
部 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
申
請
書 

一
部 

 

三 

届
出
書 

一
部 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


